
産業廃棄物処理業者向け講習会

廃棄物処理法のポイントを体系的に学べます
委託契約やマニフェストの基礎が学べます
入門編からのステップアップにもお勧めです

産業廃棄物処理業者の皆様へ

お問合せ：公益財団法人東京都環境公社 環境事業部 環境事業課

URL：https://www.tokyokankyo.jp/
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル8階
電話：03-3634-4030  ﾒｰﾙ：sanpaik@tokyokankyo.jp

東京都受託事業【持続可能な静脈ビジネスの発展に向けた講習会】

<適正処理の基礎知識>

廃棄物の排出状況は？
廃棄物ってなんだろう？（定義と分類）
廃棄物処理法はどのように変わってきたの？
廃棄物処理と排出者責任とは？
法や条例はどうなっているの？

●開催日時･会場 （開催時間は各回13時00分～17時00分 受付開始12時30分 先着80名）

お申込（東京都環境公社ホームページからお申込ください。）

開催日 会場名

第１回 令和元年 ９月１２日（木） 全水道会館 ４階 大会議室
（ＪＲ水道橋駅徒歩２分）第２回 令和元年 ９月３０日（月）

第３回 令和元年１０月２９日（火） 三鷹産業プラザ ７階 ７０３～７０５会議室
（ＪＲ三鷹駅徒歩７分）第４回 令和元年１１月１３日（水）

第５回 令和元年１２月 ５日（木）
全水道会館 ４階 大会議室
（ＪＲ水道橋駅徒歩２分）

本講習会は、廃棄物処理法のポイントを体系的に学び、現場や実務担当者への「スキルアップ」を図ると
ともに、委託契約やマニフェストの実務についての知識を深め、「お客様へのサービス向上」にもつながる
プログラムになっています。講師がわかりやすくポイントを説明しますので、すぐに実務に役立ちます。
ぜひ奮ってご参加ください。 ※処理業の許可（新規・更新）講習会とは異なります。

～ 開催プログラム ～
<産廃処理の実務>

保管や処理とその基準は？
委託とその手続きはどうすればいいの？
マニフェストってなんだろう？
作業の安全確保や事故時の対応が大切ですよ！
産業廃棄物処理業界の将来に大切なこと



■お申込から開催までの流れ

【会場②】
三鷹産業プラザ ７階 ７０３～７０５会議室

■開催会場のご案内 ※各会場への直接のご連絡はご遠慮ください。

【会場①】
全水道会館 ４階 大会議室

① お申込 ② 受講票の送付 ③ 開催日

・東京都環境公社ホームページ
「産業廃棄物処理業者向け講習会」
のページからお申込ください。

・受付確認メール（受講票）
が返信されます。

・受講票を当日会場
までご持参ください。

住 所：東京都文京区本郷１－４－１
交 通：ＪＲ水道橋駅 東口より徒歩２分

都営地下鉄三田線水道橋駅
Ａ１出口より徒歩１分

住 所：東京都三鷹市下連雀3-38-4
交 通：ＪＲ三鷹駅 南口より徒歩７分


